
岡山エコ事業所の認定に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、岡山県循環型社会形成推進条例施行規則（平成１４年岡山県規則第３７

号。以下「規則」という。）第８条第３項の規定により、岡山県循環型社会形成推進条例（平

成１３年岡山県条例第７７号。以下「条例」という。）第２８条第１項に規定する岡山県資源

循環推進事業所の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、条例に定めるところによる。 

 （認定対象事業所） 

第３条 規則第８条第１項に規定する認定の対象となる循環型社会の形成のための取組が先進的

であり、かつ優秀であると認められる県内の事業所（以下「岡山エコ事業所」という。）は、

同項各号に定める取組の区分ごとに別表に定める判断の基準（以下「判断基準」という。）に

適合しているものとする。 

 （認定の申請等） 

第４条 規則第８条第１項の規定による申請は、岡山エコ事業所認定申請書（様式第１号）によ

り行うものとする。 

２ 知事は、前項の申請書を受理した時から６か月以内に当該申請をした者に対し、認定の適否

を通知するとともに認定した場合においてはその旨を公表するものとする。 

 （認定の有効期間） 

第５条 岡山エコ事業所の認定の有効期間は、当該認定をした日から５年を経過した年度の末日

とする。    

 （認定の更新申請等） 

第６条 岡山エコ事業所の認定を受けた事業者（以下「認定事業者」という。）は、認定の有効

期間内に更新することができる。 

２ 更新の申請は岡山エコ事業所認定申請書により、認定の有効期間満了日の１か月前までに行

うものとする。 

３ 知事は、前項の申請をした者に対し、更新の適否を通知するとともに、認定した場合におい

てはその旨を公表するものとする。 

 （岡山エコ事業所であることの表示） 

第７条 認定事業者は、当該認定の有効期間内において、岡山エコ事業所であることを表示する

ことができる。 

２ 前項の表示は、次の表示のいずれかにより行うものとする。 

 一 岡山エコ事業所の文字の表示 

 二 知事が別に定める図形の表示 

 三 前二号の表示を同時に使用した表示 

３ 前項の場合において認定事業者は、岡山エコ事業所の循環型社会の形成のための取組につい

て事実と異なる表示をしてはならない。 

４ 何人も、岡山エコ事業所以外の事業所について、岡山エコ事業所と誤認されるおそれがある

表示をしてはならない。 

 （変更の届出） 

第８条 認定事業者は、岡山エコ事業所の申請に係る事項に変更が生じたときは、当該変更をす



べき事由が生じた日の翌日から起算して３０日以内に、岡山エコ事業所変更届出書（様式第２

号）を知事に届け出ることとする。 

 （承継） 

第９条 認定事業者から岡山エコ事業所の譲り受け又は認定事業者について相続、合

併又は分割により、岡山エコ事業所を承継した者は、認定事業者の地位を承継す

る。 

２ 認定事業者の地位を承継した者は、承継があった日の翌日から起算して３０日

以内に、岡山エコ事業所承継届出書（様式第３号）を知事に届け出ることとす

る。 

（廃止の届出）  

第１０条  認定事業者は、岡山エコ事業所を廃止した場合、廃止の日の翌日から起

算して３０日以内に、岡山エコ事業所廃止届出書（様式第４号）を知事に届け出

ることとする。  

 （認定の取り消し） 

第１１条 知事は、岡山エコ事業所が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことがで

 きる。 

 一 判断基準に適合しなくなったとき 

 二 第７条第３項及び同条第４項の規定に違反したとき 

 三 第８条及び第９条第２項の届出をしなかったとき 

 四 第１２条第２項の報告をしなかったとき 

 （認定事業者の責務） 

第１２条 認定事業者は、岡山エコ事業所が判断基準に適合するよう循環型社会形成のための取

組に努めるものとする。 

２ 認定事業者は、認定を受けた日の属する年度の翌年度から第５条の有効期間が終了する日の

属する年度まで、別表に定める区分のうち、ゼロエミッション事業所及び一般事業所について

は、別紙１のとおり、また、小売店については、毎年６月末までに報告書を提出した日が属す

る年度の岡山エコ事業所の判断基準への適合状況を確認し、岡山エコ事業所判断基準適合状況

報告書（様式第５号）を知事に報告するものとする。 

３ 認定事業者は、前項の規定による判断基準への適合状況を確認した資料を前項の規定による

報告をした日から５年を経過する日まで保存しなければならない。 

 （報告） 

第１３条 知事は、岡山エコ事業所について、必要と認める時は、認定事業者から報告を求める

ことができるものとする。 

 （岡山エコ事業所への情報の提供等） 

第１４条 県は、岡山エコ事業所の循環型社会の形成ための取組が維持され、又は増進されるよ

う、必要な情報の提供、当該事業所の取組の紹介その他必要な措置を講ずるものとする。 

 （見直し） 

第１５条 この要綱は、社会経済情勢の変化、技術の進歩等を踏まえ、適宜見直しを行うものと

する。 

 （事務） 

第１６条 この要綱に関する事務は、環境文化部循環型社会推進課が行うものとする。 

 （その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、知事が別に定



める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１６年２月１９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１６年１１月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和５年３月２２日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和５年８月２５日から施行する。 

  附 則  

 この要綱は、令和６年８月２３日から施行する。ただし、第１２条第２項「小売店につ

いては、毎年６月末までに報告書を提出した日が属する年度の岡山エコ事業所の判断基準

への適合状況を確認」する部分は令和７年４月１日から施行する。  

  附 則 

 この要綱は、令和８年３月１８日から施行する。ただし、第１６条の規定は令和９年４月１日

から施行することとし、それまでの間はこの要綱に関する事務は、従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


